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総務部給与労務課 

 

議案第 57 号 

宝塚市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

 

 

 

１ 改正理由 

  市の財政状況を考慮し、特別職の給料月額を減額するため。 

 

２ 改正内容 

（１）令和７年８月１日から令和８年３月３１日まで 

 ・市 長    ５４８，５００円 （減額率 ５０％） 

【減額措置前】 １，０９７，１００円 

・副市長    ８３０，１００円 （減額率  ７％） 

 【減額措置前】 ８９２，６００円 

 ・教育長    ７２１，６００円 （減額率  ５％） 

【減額措置前】 ７５９，６００円 

 ・上下水道事業管理者及び病院事業管理者  教育長と同じ 

 

（２）令和７年４月１９日から令和７年７月３１日まで 

・市 長    ９８７，３００円 （減額率 １０％） 

【減額措置前】 １，０９７，１００円 

・副市長    ８３０，１００円 （減額率  ７％） 

【減額措置前】 ８９２，６００円 

 ・教育長    ７２１，６００円 （減額率  ５％） 

【減額措置前】 ７５９，６００円 

 ・上下水道事業管理者及び病院事業管理者  教育長と同じ 

 ※令和７年４月１９日から令和７年７月３１日までの減額分については、令和７年１２月期 

期末手当において調整する。 

 

３ 施行日 

  令和７年８月１日から施行する。 

資料１ 宝塚市特別職の職員の給与に関する条例等の改正概要 


